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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
伴
う
新
規
事
業
参
画
者
と
既
存
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電
力
事
業
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に
関
す
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質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
伴
う
新
規
事
業
参
画
者
と
既
存
の
電
力
事
業
者
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

既
に
参
入
が
自
由
化
さ
れ
て
い
る
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

る
特
定
規
模
電
気
事
業
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ガ
ス
事
業
者
、
電
気
通
信
事
業
者
及
び
商
社
が
そ
れ
ぞ
れ
子
会
社
を
設
立

し
て
参
入
し
て
い
る
。
電
気
の
小
売
業
へ
の
参
入
の
全
面
自
由
化
に
よ
り
、
新
た
に
参
入
が
自
由
化
さ
れ
る
電
気
の
小
売
業

へ
の
参
入
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
者
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
現
在
の
電
力
事
業
者
や
ガ
ス
供
給
事
業
者
」
以
外
に
も
、
燃
料
を
自
ら
調
達
し
、
又
は
発
電
所
を
自
ら
建
設

し
て
電
気
の
供
給
を
行
う
事
業
を
営
む
事
業
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
政
府
に
よ
る
支
援
が
な
け
れ
ば
電
気
事
業
へ

の
参
入
が
困
難
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
新
規
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
方
策
に
つ
い
て
は
引
き
続

き
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
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三
に
つ
い
て

電
気
の
小
売
業
へ
の
参
入
の
全
面
自
由
化
後
の
電
気
事
業
者
間
の
競
争
に
つ
い
て
は
、
新
規
参
入
者
に
よ
る
競
争
の
促
進

と
同
様
に
、
既
存
の
電
気
事
業
者
間
の
競
争
の
促
進
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
目
的
は
、
安
定
供
給
の
確
保
、
電
気
料
金
の
最
大
限
の
抑
制
、
需
要
家
の
選
択
肢
や
事
業
者
の
事

業
機
会
の
拡
大
で
あ
り
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
が
電
気
の
需
要
家
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
よ
う
改
革
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
需
要
家
保
護
の
観
点
か
ら
、
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。

）
附
則
第
十
一
条
第
四
項
は
、
電
気
の
小
売
に
係
る
料
金
の
全
面
自
由
化
は
、
電
気
の
小
売
業
を
営
む
者
の
間
の
適
正
な
競

争
関
係
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
電
気
の
使
用
者
の
利
益
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
実
施
の
時
期
を
見
直
す
も
の
と
規
定
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
が
利
用

者
へ
の
恩
恵
が
低
減
す
る
」
こ
と
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
よ
り
、
電
気
事
業
者
間
の
競
争
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
電
気
事
業
者
の
競
争
力
の
向
上
が
図

二



ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
改
正
法
案
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
と
お
り
、
現
在
の
一
般
電

気
事
業
者
の
電
力
の
安
定
供
給
に
必
要
と
な
る
資
金
調
達
に
支
障
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

電
気
事
業
者
が
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
に
規
模
の
拡
大
を
行
っ
た
結
果
、
電
力
の
安
定
供
給
や
電
力
料
金
の
低
減
化
、

燃
料
調
達
の
能
力
の
向
上
が
図
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


